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消費税の本体価格表示の恒久化に関する要望 

 

 

拝啓 平素は私ども業界に対しまして格別のご指導を賜わり、厚く御礼申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症による昨今の状況により、皆様におかれましても様々なご配慮を 

なされていることと推察申し上げます。 

さて、二度にわたる消費税率引き上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するため

２０１３年１０月に消費税転嫁対策特別措置法が施行され、この中で「消費税の円滑かつ適正

な転嫁の確保及び事業者による値札の張り替え等の事務負担に配慮する観点」から、総額表示

義務の特例として本体価格表示が認められることとなりました。来年３月３１日にはこの特別

措置法の失効が予定されていますが、この総額表示義務の特例についても、既に消費税率の引

き上げがなされたことをもって、その目的を達したものとされています。 
一方、昨年末からの新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、国内においても所得

や売上が大幅に減少し、依然として行動様式の変容が継続的に求められる厳しい状況にあり、

一日も早く社会機能の復旧と経済の再生を成し遂げることが期待されています。 
総額表示義務については、私どもは、「消費マインドの減退につながり、デフレ化の一因とな

る」ため、これまでも一貫して強く反対を主張してきましたが、今日のように経済・社会環境

がきわめて不透明な中にあって、流通・サービスの現場においては、商品・サービスの値ごろ

感を適切に維持・訴求できることが何より肝要と考えております。 

特別措置法の失効を迎え画一的な総額表示が求められることは、事業環境をさらに圧迫する

とともに消費マインドの減退やデフレ化の促進を招きかねないため、来年４月以降も本体価格

による表示が恒久的に確保されるよう強く要望いたします。 

 

敬 具 



記 

 
 
１ ２００４年の総額表示義務化の当時、消費税額を含む総額での表示に一斉に取り組みまし

たが、消費者に値ごろ感を訴求することができずに、ずるずると消費の減退を招きました。 

 一方、消費税転嫁対策特別措置法に基づき、本体価格が表示される商品・サービスが広く

定着することにより、サプライチェーンの各層において商品・サービスの適正な価値を維持

しつつ、消費税の適切な転嫁が確保されてきました。 

 

２ 消費税額を含む商品・サービスの価値をどのような方法で表示すべきかについては、本来

一律に課すべきものではなく、事業者と事業者、事業者と消費者との関係において、事業者

が自ら適切な方法を選択し実施すべき問題であり、混乱や支障のない現状からみても、価格

表示の方法はそれぞれの業界の適性にあわせて事業者の選択に任せていただくことが肝要と

考えています。 

 
３ このような経緯を尊重し、また、さらに厳しい消費環境の変化が予測される中で、何より、

商品・サービスそのものの適正な価値を維持・確保して価格として表示することがデフレを

回避し、消費税の適正な転嫁を図ることとなるため、来年４月以降においても、画一的な総

額表示義務を廃止し、本体価格による表示が確保されるよう要望いたします。 

 

 
 

以上 


